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△開  会 

○委員長（大田黒 博）これより議会運営委員

会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）御異議ありませんので、

お手元に配付してあります審査日程により審査を

進めます。 

 まず、議長から御挨拶をお願いします。 

○議長（上野一誠）皆さん、おはようございま

す。大変御苦労さまでございます。いよいよ平成

２７年第１回定例会ということで、本日の御協議

いただく議題につきましては、ただいま委員長の

ほうからありましたように、御協議をお願いいた

すわけですけども。３月議会ということで協議事

項も多々多くありますけども、どうぞ皆さん方に

は、ひとつ議会運営に対して、また御尽力をいた

だきますようにお願い申し上げて挨拶といたしま

す。大変御苦労さまでございます。 

────────────── 

△今期定例会の会期及び会期日程（案）に 

ついて 

○委員長（大田黒 博）まず、今期定例会の会

期及び会期日程（案）についてを議題といたしま

す。 

 概要説明を事務局長に求めます。 

○事務局長（田上正洋）おはようございます。

資料１─１、平成２７年第１回市議会定例会会期

及び会期日程（案）をごらんください。 

 まず、会期は、２月２５日から３月２５日まで

の２９日間であります。会期日程は、２月２５日

の本会議で付託事件等審査結果報告、議案説明及

び一部議案審議。翌２６日正午に代表質問の、午

後３時に個人質問の通告締め切り。質問予定者数

については、資料１─２のとおり、代表質問が

４会派、個人質問が最大で１１人となっておりま

すので、３日間で質問者を割り振ることとし、

６日及び９日の本会議で総括質疑並びに一般質問

を行い、１０日の本会議では総括質疑並びに一般

質問、その後、議案説明及び議案等付託にしては

と考えます。 

 また、休会中の１３日及び１６日に市民福祉委

員会と総務文教委員会を、１７日及び１８日に建

設水道委員会と企画経済委員会を開催願い、

１９日は委員会予備日とし、２５日の本会議にお

いて、付託事件等審査結果報告及び一部議案審議

を予定してはいかがかと考えます。 

 なお、休会中の２月２７日には、総合計画基本

構想審査特別委員会が予定されているところです。 

 また、今後の議運の開催予定ですが、中日の議

運が３月９日の本会議終了後に、最終日の議運が

３月２５日の午前９時からそれぞれ予定されてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（大田黒 博）ただいま説明がありま

したが、質疑、意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）ありませんね。質疑は

ないと認めます。 

 それでは、今期定例会の会期及び会期日程

（案）については説明のとおりとすることで御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）御異議ありませんので、

そのように決定いたしました。 

 以上で、今期定例会の会期及び会期日程（案）

についての審査を終了いたします。 

────────────── 

△今期定例会に付議される議案等について 

○委員長（大田黒 博）次に、今期定例会に付

議される議案等についてを議題といたします。 

 一括、事務局長に説明を求めます。 

○事務局長（田上正洋）資料２─１、付議事件

等区分表（案）をごらんください。 

 まず、請願の取り下げが１件ございます。資料

２─２、請願取下げ願一覧表もあわせてごらんく

ださい。 

 請願第５号につきましては、企画経済委員会に

付託され継続審査となっておりましたが、資料

２─２の裏面のとおり、請願の取下げ願が提出さ

れました。本件については、本会議における議決

が必要となることから、２月２５日の本会議初日

に御審議いただきたいと考えます。 

 次に、議案の訂正が１件。議案第１１１号につ

きましては、総合計画基本構想審査特別委員会に

付託され継続審査となっておりますが、資料２─

３のとおり、２月６日付で市長から訂正の申し出

があります。この訂正につきましても、本会議に
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おける議決が必要となりますので、２月２５日の

本会議において御審議いただきたいと考えます。 

 次に、閉会中の調査報告が１件。次世代エネル

ギー対策調査特別委員会から、２月２５日の本会

議において御報告いただく予定であります。 

 次に、当局からの報告が２件。報告第１号及び

２号については、いずれも市営住宅の明け渡し及

び滞納家賃の請求に関する訴えの提起に係る専決

処分の報告であり、２月２５日の本会議において、

それぞれ報告を受けるものであります。 

 次に、提出予定議案は一般議案２６件、補正予

算議案１２件、平成２７年度の当初予算議案

１５件の計５３件であります。 

 ここで、資料２─４、付議事件一覧をごらんく

ださい。 

 議案第１号から次のページ、２ページの議案第

１２号までは、一般会計ほか１１会計の補正予算

議案であります。これら１２件については、２月

２５日の本会議審議にしてはと考えます。 

 次に、議案第１３号は、職員の給与に関する条

例等の一部改正であり、関係法の一部改正に伴い、

職員の給料月額、地域手当、単身赴任手当及び管

理職員特別勤務手当を改定するほか所要の規定整

備を図ろうとするもの。 

 議案第１４号は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律、いわゆる地教行法の一部改正によ

り、教育委員会委員長と教育長が一本化され、新

たな教育長の身分が特別職となるとともに、教育

委員会委員長の職が廃止されること等に伴い、関

係条例の廃止または一部改正により、所要の規定

整備を図ろうとするもの。 

 議案第１５号は、情報公開条例及び個人情報保

護条例の一部改正であり、独立行政法人通則法の

一部改正等により、所要の規定整備を図ろうとす

るもの。 

 議案第１６号は、手数料条例の一部改正であり、

農地法の一部改正に伴い本市が行う事務について

新たに手数料を定めるなど所要の規定整備を図ろ

うとするもの。 

 議案第１７号は、基金の設置、管理及び処分に

関する条例の一部改正であり、目的達成により、

汚泥再生処理センター施設整備基金及び入来温泉

センター施設建設基金を廃止しようとするもの。 

 議案第１８号は、地教行法の一部改正に伴い、

教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特

例について、新たに条例で定めようとするもの。 

 ３ページをごらんください。議案第１９号は、

市立少年自然の家条例の一部改正であり、生涯学

習に関する研修等を行う５人以上の団体の使用を

認めるなど、使用者の範囲を明確に規定するほか

所要の規定整備を図ろうとするもので、以上の

７件は、３月１３日及び１６日の総務文教委員会

に。 

 次に、議案第２０号は、教育に関する事務のう

ち学校体育を除くスポーツに関することについて、

平成２７年度から組織見直しに伴い市長が管理、

執行しようとするため、地教行法の規定により、

新たに条例で定めるほか所要の規定整備を図ろう

とするもの。 

 ここで、資料２─５をごらんください。 

 議案第２０号の条例制定については、地教行法

第２４条の２第２項の規定により、議会において

教育委員会に対して意見聴取を行う必要がありま

す。意見聴取の方法ですが、特に定められたもの

はなく、他市の事例では、文書で行っているよう

です。 

 そこで、議案上程の翌日２６日に、議長名によ

り文書で教育委員会に意見照会してはいかがかと

考えます。その上で、３月８日までに教育委員会

から意見書により回答いただき、９日の中日議運

において受理した意見書について説明した後、

１０日の本会議で当該意見書写しを配付し、当該

議案を委員会付託してはと考えます。 

 次に、資料２─４にお戻りいただき、３ページ

をごらんください。 

 議案第２１号は、集会所条例の一部改正であり、

樋脇町市比野の総合休養会館、東郷町斧渕の三ヶ

郷地域農業活動拠点施設、下甑町の片野浦浜田地

区集会所の３施設について、その用途を廃止しよ

うとするもの。 

 議案第２２号は、附属機関に関する条例の一部

改正であり、農政企画審議会及び林業推進協議会

を廃止し、新たに農林水産政策審議会を設置する

ほか所要の規定整備を図ろうとするもの。 

 議案第２３号は、里港ターミナル及び長浜港

ターミナルの指定管理者として、株式会社薩摩川

内市観光物産協会を指定しようとするため、議会

の議決を求めるもの。 

 議案第２４号は、甑島水産観光促進補助金に関

する条例の一部改正であり、甑島地域限定の当該
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補助金の交付対象について、観光業を除き水産業

のみにしようとするもの。なお、観光業に係る補

助金については、別途、全市域を対象に要項に基

づき交付予定とのことであります。以上の５件は、

３月１７日及び１８日の企画経済委員会に。 

 次に、議案第２５号は、民間事業者の風力発電

事業推進を目的に市が実施してきた環境施設周辺

整備事業、すなわち林道整備事業が完了したこと

に伴い、当該分担金徴収条例を廃止しようとする

もの。 

 めくっていただき、４ページをごらんください。

議案第２６号は、川内福祉作業所及び入来福祉作

業所の用途を廃止するため、障害者福祉作業所条

例を廃止しようとするもの。 

 議案第２７号は、財産の無償譲渡議案であり、

用途廃止後の川内福祉作業所の建物を特定非営利

活動法人薩摩ひまわりに障害福祉サービス事業と

して使用することを条件に譲渡しようとするもの。 

 議案第２８号及び２９号は、介護保険法の一部

改正に伴い新たに条例制定するもので、２８号は

地域包括支援センターの包括的支援事業実施に係

る基準について、２９号は指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに介護予防の効果的支援

方法に関する基準について、それぞれ定めようと

するもの。 

 議案第３０号は、介護保険条例の一部改正であ

り、関係法の公布に伴い、平成２７年度から平成

２９年度までの介護保険料を改定するとともに、

保険料率の特例等に関する経過措置を定めるほか

所要の規定整備を図ろうとするもの。 

 ５ページをごらんください。議案第３１号及び

３２号は、介護保険法施行規則等の一部改正に伴

う関係条例の一部改正であり、３１号は指定地域

密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関す

る基準について、３２号は指定地域密着型介護予

防サービス事業の人員、設備及び運営並びに介護

予防の効果的支援方法に関する基準について、そ

れぞれ所要の規定整備を図ろうとするもの。 

 議案第３３号は、保育所における保育に関する

条例の廃止であり、児童福祉法の一部改正に伴い、

子ども・子育て支援法施行規則で定める児童につ

いて保育を実施することとされたため、同条例を

廃止しようとするもの。 

 議案第３４号は、へき地保育所条例の一部改正

であり、子ども・子育て支援法の公布施行に伴い、

へき地保育所の保育料の額を改定するほか所要の

規定整備を図ろうとするもので、以上の１０件は、

３月１３日及び１６日の市民福祉委員会に。 

 次に、議案第３５号は、普通公園条例の一部改

正であり、川内駅東口駅前広場を普通公園として

設置するとともに、鹿島ヘリポート公園について、

利用状況等を勘案し廃止しようとするもの。 

 議案第３６号は、特別会計条例の一部改正であ

り、川内駅周辺地区土地区画整理事業の完了に伴

い同特別会計を廃止しようとするもの。 

 議案第３７号は、特定用途制限地域内における

建築物の制限に関する条例の一部改正であり、意

見の聴取先を都市計画審議会から建築審査会に変

更しようとするもの。 

 めくっていただき、６ページをごらんください。

議案第３８号は、公衆浴場施設条例の一部改正で

あり、上之湯公衆浴場、下之湯公衆浴場、大村温

泉公衆浴場及び黒木温泉公衆浴場について、普通

財産に変更し、活用を図るため廃止するほか所要

の規定整備を図ろうとするもので、以上の４件は、

３月１７日及び１８日の建設水道委員会にそれぞ

れ付託してはと考えます。 

 次に、議案第３９号は、平成２７年度一般会計

予算であり、各常任委員会に分割付託してはと考

えます。 

 また、議案第４０号から７ページの５２号まで

は、平成２７年度の各特別会計予算であり、さら

に議案第５３号は、平成２７年度の水道事業会計

予算であります。それぞれ記載のとおり各常任委

員会に付託してはと考えます。 

 最後に、今後の提出予定議案等ですが、中日及

び最終日に補正予算議案が各１件ずつ、また、最

終日に人事案件として、人権擁護委員候補者の推

薦に係る案件１件が予定されているようです。 

 以上です。 

○委員長（大田黒 博）ただいま事務局長から

説明がありました。 

 引き続き当局の補足説明に入りますが、案件が

複数あることから、一つずつ説明を求め質疑を行

っていきます。 

 まず、議案の訂正等について、当局に補足説明

を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）企画政策部からで

ございます。先ほど事務局長のほうから少し説明

がございましたが、今回、議案の訂正をお願いす
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るものでございまして、資料のほうは、２─３と

してお手元に配付してございます。 

 議案第１１１号の議案訂正でございますが、書

面にございますとおり、２月６日付で岩切市長か

ら上野議長宛てに議案の訂正につきまして申し出、

お願いをしてございます。訂正の内容、理由等に

つきましては、文書の下のほうに記載してござい

ます。 

 まず、訂正の内容ですが、上程しております基

本構想の６ページ、本市の現状と課題ということ

を整理しておりますが、その中の６番目の項目と

いたしまして、「原子力発電所立地に伴います安

全確保」という記載部分がございます。表に記載

のとおり、後段部分の表現をアンダーラインして

ございますが、訂正させていただきたいというこ

とでございます。 

 ２番目、訂正の理由ですけれども、議案上程、

９月２４日に上程してございますが、その後、

１・２号機の状況に変化がございましたため、今

回、文案を修文しているものです。御案内のとお

り、９月２４日、９月定例会に上程しました際に

は、川内１・２号機につきまして、安全審査がま

さに実施されているさなかでございまして、その

後、安全審査を終えて年を越しております。現在、

川内１・２号につきましては、安全審査を終え、

具体的には、保安規程の変更あるいは工事計画の

認可申請という手続がまだ残されているというふ

うに承知しております。 

 以上、議案第１１１号の訂正につきまして、内

容、理由等、説明を終わりますが、議会におかれ

ましては大変お手数をかけることになりますけど

も、訂正方よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○教育部長（中川 清）それでは、今回の付議

案件の中で、複数の条例改正がそれぞれの担当課

から提案されております。地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

概要につきまして、私のほうで一括説明させてい

ただきたいと思います。本日付の教育部の資料で

説明をさせていただきます。 

 議会運営委員会資料をあけていただきまして、

左側、平成２７年４月１日から施行されます地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の概要を説明いたします。 

 これは、平成２３年の滋賀県大津市の中学生の

いじめ問題を契機に、趣旨にございますとおり、

教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつ

つ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な

危機管理体制の構築等を目的に改革を行うもので

ございます。 

 大きくは概要に記載してありますが、１、２、

３、４ございますが、特に、１、２、３について

説明をさせていただきます。 

 １番目の教育行政の責任の明確化。これにつき

ましては、教育委員長と教育長を一本化した新た

な責任者、新しい教育長を置く。それから、教育

長は、首長が議会の同意を得て、直接任命・罷免

を行う。それから、教育長は、教育委員会の会務

を総理をし、教育委員会を代表する。それから、

新しい教育長の任期は３年とする。従前は４年で

ありましたが、こういったもの。いわゆる教育委

員長と教育長の責任の所在が不明確ではないかと

いうようなこともございまして、今回、このよう

に条例の改正がなされております。 

 簡単に言いますと、現在の教育長は、教育委員

としての特別職と教育長としての一般職の身分が

ありましたが、これを特別職に位置づけるという

ことになります。これが今回の条例改正に係るも

のでございます。 

 ２番目に、総合教育会議の設置、大綱の策定。

これは条例改正とは直接関係はございませんので、

４月からこれの準備に教育委員会は入るというこ

とになりますが、まず、総合教育会議の設置につ

いては、これは首長が設置をすることになります。

当然、事務局については市長事務局のほうで担任

をするということを予定しておりますが、内容的

なものについては、教育委員会のほうで準備をし

たいというふうに考えております。 

 会議は、首長、市長が招集をし、市長、教育委

員会による構成とする。 

 それから、この協議の教育会議の中で教育の振

興に関する施策の大綱を策定するというふうにな

ってございます。 

 大きく３番目、これは直接は関係ございません

が、国の関与の見直しということで、文部科学大

臣が教育委員会に対して緊急、喫緊の課題がある

場合について、指示ができるようにするため、是

正の指示等についての規定が新たに改正になって

ございます。 

 それから、１番目の教育行政の責任の明確化と
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いうのは、４番の二つ目の丸に書いてございます

が、現在の教育長は委員として、任期満了まで従

前の例により在職をするということになっており

ます。 

 それから、米印にございますとおり、政治的中

立性、継続性・安定性を確保するため、教育委員

会を引き続き執行機関として職務権限は従前のと

おりとする。 

 施行期日は、本年の４月１日からになります。 

 前のページにお戻りいただきまして、以上のよ

うな法律の改正がなされまして、特に、この１番

目の新しい教育長の制度に係ります条例改正が今

回提案をされてございます。 

 再度説明しますと、教育委員長と教育長を一本

化した新教育長、これは特別職となります。それ

に伴いまして、委員長の職が廃止をされます。た

だし、現教育長は、委員としての任期、平成

２８年１１月１９日までは、従前の例により教育

長として在職することになりますが、しかしなが

ら、任期前の辞職あるいは事故等により、新制度

の移行のタイミングがこの任期満了より早くなる

可能性もございます。このため、法制上万全を期

すため、附則により経過規定を入れた上で条例改

正・制定を行うものでございます。 

 １番目に記載してございますが、１番目は総務

課のほうで提案いたしております（１）番から

（４）番、これは教育長の、（１）番は一般職の

教育長でありました給与条例の廃止です。 

 それから、２番目については、公告式条例の一

部改正、これは条項のずれに伴って整理をする。 

 それと、３番目は、委員長職の廃止によりまし

て、委員長の項目を報酬及び費用弁償の条例から

廃止をする。 

 ４番目が、新しく教育長は特別職になりますの

で、特別職の職員の給与に関する条例に新教育長

の給料を追加をする。現行の６６万円そのものを

そのまま追加をするということになってございま

す。 

 ２番目は、これは教育総務課のほうで提案を予

定しておりますが、教育長が一般職から特別職に

なることに伴いまして、特別職である新教育長の

勤務時間、休暇及び職務に専念する義務の特例に

対する条例の制定を新たに制定するものでござい

ます。 

 ３番目が、先ほど事務局長のほうから説明があ

りました、議会関係の条例改正になるものでござ

います。 

 末尾のほうの資料については、新しい教育委員

会制度についての文科省の資料を添付してござい

ますので、後ほど御参照いただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大田黒 博）ただいま説明がありま

したが、質疑、意見はございませんか。 

○委員（谷津由尚）上程議案全部にわたっての

質問でよろしいですか。済いません。議案第

２０号、非常にわかりづらいんですが、率直に、

この議案第２０号を所管する部と課はどこでしょ

うか。 

○企画政策部長（永田一廣）議案第２０号の条

例制定につきましての所管部署は、企画政策部行

政改革推進課になります。 

 以上です。 

○委員長（大田黒 博）ありませんか。いいで

すか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）質疑、意見は尽きたと

認めます。 

 次に、補正予算について当局に補足説明を求め

ます。 

○財政課長（今井功司）それでは、議案第１号

から議案第１１号までの各会計補正予算の概要に

ついて御説明いたします。 

 別冊でございます、薩摩川内市各会計予算書、

予算に関する説明書、第７回補正の２４８ページ

をお開きください。 

 各会計歳入歳出補正予算額調の表をごらんくだ

さい。今回の補正は、一般会計と簡易水道事業を

初め１０特別会計の補正となっております。一般

会計の補正額は６億４,３７８万２,０００円の減

額 。 補 正 後 の 額 を ５ ４ ５ 億 ２ , ９ ４ ５ 万

９,０００円とするものであり、特別会計はごらん

のとおりであります。 

 まず、特別会計の主な補正内容について御説明

いたします。 

 特別会計では、事業費の確定または執行見込み

による増減調整が主体となっておりますが、簡易

水道事業、公共下水道事業及び天辰第一地区土地

区画整理事業では、補助内示等により事業費を減

額調整し、入来温泉場地区土地区画整理事業では、

保留地処分に係る追加事業により増額補正してお
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り、川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務特

別会計では、財源の組み替えのため歳入予算のみ

の予算調整となっております。 

 また、簡易水道事業など４特別会計におきまし

て、繰越明許費の設定など所要の補正を行ってい

るところであります。 

 次に、２５０ページをお開きください。

２５０ページの歳出目的別の表をごらんください。

一般会計補正予算の主な内容につきまして、歳出

を目的別に御説明いたします。 

 なお、今回の補正では、各費目全般にわたり実

績見込みにより各経費の減額調整を行っておりま

すが、各費目においては増額となった主なものに

つきまして説明させていただきます。 

 総務費では、財産一般管理費において市有地の

売却収入を有効活用し、今後の財源対策として、

市有施設保全基金への積立金を増額しております。 

 民生費では、保育所運営費において国の単価変

更に伴い増額し、生活保護運営費において、国庫

支出金返納金確定に伴い不足が生じたことにより

増額調整しております。 

 衛生費では、国民健康保険対策費において、一

般会計から特別会計へ繰り出すルールとなってお

ります保険基盤安定負担分及び財政安定化支援分

について、保険料軽減対象世帯の拡充による確定

実績見込みにより繰出金を増額しております。 

 農林水産業費では、国の補正予算の補助内示を

受け、園芸振興育成事業費において、青年就農給

付金事業経費を増額し、同じく国の補正予算によ

る県実施事業の増額により、農業施設県営事業負

担金を増額し、林業振興育成費においては、有害

鳥獣駆除対策経費を増額しております。 

 土木費では、港湾県営事業負担金において、実

績見込みにより減額するとともに、国の補正予算

による県実施事業の増額を含め予算調整しており

ます。 

 消防費では、災害予防応急対策費において、実

績見込みにより減額するとともに、国の補正予算

に係る補助内示を受け、原子力緊急事態が発生し

た際に、即時避難が難しいと想定される要配慮者

等の一時避難施設２カ所において、放射性物質除

去フィルター設備の整備及び気密化工事等に係る

経費、さらに、今回整備する２施設も含めまして、

これまで整備した４カ所、計６カ所の施設に必要

な備蓄品及び資機材の配備に係る経費を計上する

ものであります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、２４９ページ、歳入の表をごらんください。 

 国有提供施設等所在市町村助成交付金は、交付

額の確定により増額し、地方交付税は、国の補正

予算において追加交付となったことにより、普通

交付税を増額しております。分担金及び負担金、

及び使用料及び手数料は、いずれも実績見込みに

より増減調整しております。国庫支出金及び県支

出金では、補助事業の内示や事業費確定等により

各補助金等を増減調整しております。 

 財産収入では、利子及び配当金については、定

期預金運用利子収入を増額し、基金運用収入につ

いては、財政調整基金において、国債運用による

益金が生じたことにより計上するものであり、土

地建物売払収入及び資源ごみなどの物品売払収入

において、それぞれ実績見込みにより増額してお

ります。 

 寄附金では、総務費寄附金において、ふるさと

納税寄附金として、３１名の個人の方から

３９０万をいただきましたので、予算補正するも

のであります。 

 繰入金は、今後の財源対策として、財政調整基

金繰入金を減額し、事業終了により汚泥再生処理

センター施設整備基金を全額繰り入れるものであ

ります。 

 諸収入は、事業費確定により道路事業受託事業

収入を減額し、雑入において、それぞれ実績確定

等により鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交

付金や鹿児島県市町村協会市町村交付金等を増減

調整しております。 

 市債では、県実施事業の増額による農業施設整

備負担金に係る農業施設改良事業債を増額したほ

か、事業費の確定見込みにより、港湾整備事業債

及び現年公共災害復旧事業債等を減額しておりま

す。 

 次に、繰越明許費について御説明いたします。

８ページをごらんください。 

 第２表繰越明許費補正は、追加が２１事業、変

更が１事業であります。まず、追加の２１事業に

なりますが、国の補正予算に係るもので、今回補

正対応となったものが１事業、関連法令の手続に

不測の期間を要したことによるものが２事業、関

連する工事のおくれによるものが２事業、設計基

準の変更により設計作業に期間を要したことによ
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るものが１事業、用地交渉、関係機関との調整に

期間を要したことによるものが１５事業でありま

す。 

 次に、９ページの１事業の変更でございますが、

前倒し実施に伴います追加設計が必要となったこ

とから繰越額の変更を行うものでございます。 

 次に、債務負担行為について御説明いたします。

１０ページをごらんください。 

 第３表債務負担行為補正は、廃止が２件、変更

が７件であります。廃止については、２事業とも

本年度において債務が発生しなかったものであり

ます。 

 変更の７事業は、契約執行や本年度の借入額等

が確定し、後年度の債務限度額が判明したことに

より期間並びに限度額を変更しようとするもので

あります。 

 次に、地方債について御説明いたします。

１１ページをごらんください。 

 第４表地方債補正は、変更が６件であり、事業

費の確定など歳出補正に対応し、限度額を変更し

ようとするものであります。 

 これで、議案第１号平成２６年度薩摩川内市一

般会計補正予算についての説明を終わります。よ

ろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大田黒 博）ただいま説明がありま

したが、質疑、意見はございませんか。 

○委員（谷津由尚）済いません。今、この第

７回補正の予算が本会議一発審議の予定になって

るんですけど。ちょっと今説明を聞いてまだ理解

できないんですけど、私が今ここで考えたいのは、

その本会議一発審議でいいのかどうかということ

であって、ちょっと詳細のところがまだわからな

いもんですから、ちょっと二、三質問させてくだ

さい。 

 まず、この追加の繰越明許、総額で幾らなのか、

これは当初に全然予定されてなかったのか、それ

が一つ。 

 二つ目、繰入金のところで、その財政調整基金

繰入金６億６,２００万、これマイナス。これが一

番大きな要因になってるんでしょうけども、これ

をマイナスすることで、今年度予定してる、いろ

んな事業の進捗が何に影響が出るのか、そこを説

明お願いします。 

○財政課長（今井功司）まず、２件目の財政調

整基金の繰入金の減額でございますが、これにつ

きましては、今年度の執行見込みによりまして、

歳出予算の減額により生じた、歳入歳出の調整に

よりこの額を減額するということになったもので

ございます。 

 それと、繰越明許費でございますが、申しわけ

ござません、繰越明許費の総体額につきましては、

私、現在、ちょっと資料について持ち合わせてお

りませんが。昨年度と比べますと、４１事業ほど

上程をさせていただきましたが、３月補正時点で。

今回については２２事業でございます。総額につ

いては、今現在、ほかの事業を設定しております

状況でございまして、総体額については改めてお

知らせさせていただきたいと考えているところで

ございます。今年度設定した分の繰越明許費の設

定額ということの資料について、後ほどお示しし

たいと考えておりますが、それでよろしいでしょ

うか。 

○委員（谷津由尚）わかりました。繰越明許は

またそういうことで下さい。 

 この繰入金の６億６,２００万の減額ですけど、

歳出予算の減額に、結果こうなったということな

んですが、ですから、その歳出予定のものが６億

６,２００万もお金を使わなくてよくなったという

ことで、それに対する事業というのはどうなるの

か。来年度にいくのか。ことし、その６億

６,２００万の事業をしないことで影響が出ないの

か。そこをちょっと教えてください。 

○財政課長（今井功司）今回、３月補正で財政

調整基金の繰入金を減らすということは、基金の

残高がそれだけ増額になるということでございま

すが、その基金を使いまして、後ほど説明いたし

ます平成２７年度の当初予算の財源として活用す

るという形でございますので、来年度の予算のほ

うにつながっていくということで御理解をいただ

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大田黒 博）ほかにございませんか。

補正予算につきましてはよろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）質疑、意見は尽きたと

認めます。 

 次に、当初予算について当局に補足説明を求め

ます。 

○総務部長（今吉俊郎）まず、私のほうから概

略説明をさせていただきたいと思います。 
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 平成２７年度の当初予算につきましては、一般

会計の総額５０２億５,０００万円を計上しまして

提出させていただくことになりました。本年度、

平成２６年度は４０億円の地域活性化基金の創設

を行っておりまして、これが本市の過去最高の予

算規模となったところでしたが、ことしは、その

基金積み立て４０億を差し引いた額で比較をいた

しますと、平成２６年度よりも平成２７年度は

８億５,０００万円増額の予算ということになりま

す。 

 この後、財政課長から概要を説明いたしますけ

れども、その実質増額になった要因といたしまし

ては、保育所運営費や放課後児童クラブの経費な

ど、国の子育て支援策の充実によりまして増額に

なったり、このほか橋梁の長寿命化経費あるいは

地域活性化基金の合併特例債の償還が平成２７年

度から始まることなどによるものでございます。

結果としまして、本年度、平成２６年度の

５３４億に対しまして、平成２７年度は５０２億

５,０００万円の予算となったところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○財政課長（今井功司）それでは、財政課でご

ざいます。引き続きまして、平成２７年度当初予

算について御説明いたしますので、こちらのカ

ラーで印刷してございます当初予算のポイントを

御準備いただきたいと思います。概略説明いたし

ます。表紙を開いていただきまして、１ページを

お開きください。 

 １ページは、平成２７年度予算編成に関します

方針を示したものであります。平成２７年予算は、

平成２７年度からスタートいたします第２次総合

計画を踏まえ、現下の課題と総合計画に位置づけ

た基本方針に基づき、施策優先度により予算配分

を行い、施策内において事務事業の選択と集中化

を図った予算となっております。 

 では、次に２ページをごらんください。平成

２７年度の予算規模であります。全会計ベースと

一般会計の規模、伸び率はごらんのとおりであり

ますが、一般会計にあっては、対前年度５.９％減、

３１.５億円減の５０２億５,０００万円となって

おります。 

 予算の特徴になります。ごらんのとおり地域成

長戦略の展開、次世代エネルギー施策の推進、経

済対策事業の実施、社会保障関係経費の確保、市

民の安全安心を守る防災対策、投資的事業の重点

化の６項目に力点を置いた予算となったところで

あります。 

 ３ページになります。上段では、特別会計、企

業会計の予算規模のほか、社会基盤整備を推進す

る特別会計と医療、保険、介護事業を展開する特

別会計の二つに分け、その動きを増減の額及び率

並びに要因を含めて示しておりますので、後ほど

御参照ください。 

 下段には、市債残高及び基金残高を示しており

ますが、市債残高は、対前年度末見込み比で

３１.３億円の減、基金は２５.４億円の減となっ

ております。 

 なお、その下に示してありますとおり、基金の

うち財政調整基金及び減債基金につきましては

１２０億６,０００万円、対前年度末見込み比で

２１.４億円の減であります。 

 また、４ページから６ページにかけましては、

円グラフを用いまして、一般会計の歳入歳出の経

費等の割合を示したほか、下段には、主な動きに

つきまして、増減の額及び率のほかその要因を示

しております。 

 ７ページから１０ページにおきましては、人件

費と職員、嘱託員数の推移、普通建設事業費、維

持補修費の推移、市債、基金残高の推移に関する

情報を掲載しておりますので、詳細につきまして

は後ほど御参照いただきたいと思います。 

 平成２７年度に展開いたします施策概要の全体

説明に移りますが、１１ページをお開きください。

９の各施策の政策的予算措置状況をごらんくださ

い。ここでは、第２次総合計画の基本方針ごとに、

別冊となっております当初予算概要の２５ページ

以降に掲載いたしました事業概要をもとに、主要

事業についてお示ししているところでございます。 

 ここで掲載している事業件数は２５２事業、事

業費といたしまして４７９億７,０００万円、うち

新規事業が３５事業、５億４,０００万円となって

いるとこでございます。 

 これで平成２７年度一般会計等の概要説明を終

わります。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（大田黒 博）ただいま説明がありま

したが、質疑、意見はありませんか。よろしいで

しょうか。 

○議員（井上勝博）地方交付税については、平

成２６年度の１６６億から１６３億へと減額の予

算ということなんですが、新聞報道でも繰り返し
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報道されておりますが、地方交付税の見直しによ

って、７割は緩和されるという、段階的縮小が

７割は緩和されるという報道がされているわけで

すけども、これについては、それを計算に入れて

この予算が組まれているのかどうか、お尋ねした

いと思います。 

○財政課長（今井功司）普通交付税の制度の見

直しの関係に対します予算計上状況でございます

が、今、議員おっしゃられるとおり見直しをされ

ております。そこで見直しの内容で把握できる範

囲で盛り込んだ上での予算計上額となっていると

こでございます。 

 以上です。 

○議員（井上勝博）それは、今はっきりしてる

部分は入れているということですけれども、新聞

報道のように７割は緩和されるということについ

て、それは入っているものなんですか。 

○財政課長（今井功司）新聞報道にされており

ます７割分を緩和するということでございますが、

それらについては情報がまだ、その見直しの中で

決められている分につきましては、諸経費につい

ては算入しているところでございますが、それ以

外のものについてはまだ具体的に示されておりま

せんので、今後の方向性とすると、示されている

とこでございますが、具体的な詳細な点について

はまだ示されておりませんので、その分について

は加味してないとこでございます。 

 以上です。 

○委員長（大田黒 博）質疑、意見は尽きたと

認めます。 

 次に、その他、当局から補足説明はありません

か。 

○市民福祉部長（春田修一）市民福祉部でござ

います。今後の予定議案について御説明させてい

ただきたいと思います。 

 御案内のとおり、地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備に

関する法律により、介護保険法の改正により、平

成２７年４月から消費税引き上げによる公費を投

入して低所得者の保険料軽減を行うこととなって

るところでございます。 

 しかしながら、消費税１０％への引き上げが、

平成２９年４月に延期されたことから、平成

２７年度の具体的な対応は、政府予算案編成過程

で調整することとなっておりまして、１月１３日

に新第１段階につきまして、保険料基準額に対す

る割合を０.５を０.４５に軽減するということが

事実上決定されてるところでございますが、いま

だ保険料の軽減強化に係る政令の公布がなされて

ない状況にございます。 

 本市におきましては、施行期日が４月というこ

とで、３月議会に薩摩川内市介護保険条例の一部

を改正する条例案を提案する予定で、現在、作業

を進めているところでございますが、ただいま御

説明させていただきましたように、政令の公布が

なされてないというようなこと等から、中日ある

いは最終日に提案させていただくことになる予定

でございます。御理解のほど、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大田黒 博）ただいま説明がありま

したが、質疑、意見はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）質疑、意見はないと認

めます。 

 そのほか、委員の皆様から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）意見、質疑はないと認

めます。 

 それでは、今期定例会に付議される議案等の審

議方法については、説明のとおり取り扱うことで

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

 以上で、今期定例会に付議される議案等につい

ての審査を終了いたします。 

 ここで協議会に切りかえます。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時５１分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時１６分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

[休憩中に当局職員退室] 

○委員長（大田黒 博）ここで本会議に戻しま

す。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（大田黒 博）以上で、議会運営委員

会を閉会したいと思いますが、御異議ありません
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か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大田黒 博）御異議ありませんので、

以上で議会運営委員会を閉会いたします。御苦労

さまでした。ありがとうございました。 
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